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��神奈川県計量協会が指定定期検査機関に神奈川県計量協会が指定定期検査機関に
特定市をのぞく県全域の質量計検査業務を移管

　

指
定
定
期
検
査
機
関
お
よ

び
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関

は
、
１
９
９
２
年
の
計
量
法

の
改
正
で
新
設
さ
れ
た
制
度

で
、
地
方
公
共
団
体
の
知
事

が
指
定
し
た
機
関
が
、取
引
・

証
明
に
使
用
す
る
計
量
器

（
特
定
計
量
器
）
の
定
期
検

査
業
務
や
計
量
証
明
検
査
業

務
を
代
行
す
る
制
度
で
あ

る
。
２
０
０
１
年
４
月
か
ら

は
公
益
法
人
に
加
え
民
間
企

業
等
も
指
定
の
対
象
と
な
っ

た
。神

奈
川
県
が
支
援

　

指
定
検
査
機
関
は
公
平

性
、
中
立
性
、
技
術
力
の
維

持
お
よ
び
経
済
面
で
の
安
定

的
な
執
行
体
制
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
維
持
す

る
た
め
、
神
奈
川
県
は
職
員

２
名
を
派
遣
す
る
ほ
か
、
検

査
設
備
の
貸
与
お
よ
び
財
政

的
な
支
援
等
を
お
こ
な
う
。

事
務
局
体
制
を
強
化

　

定
期
検
査
業
務
お
よ
び
計

量
証
明
検
査
業
務
を
実
施
す

る
た
め
、
協
会
は
事
務
局
体

制
を
強
化
し
た
。

　

現
在
の
事
務
局
に
加
え
、

指
定
検
査
業
務
を
実
施
す
る

部
署
と
し
て
検
査
課
を
設
置

し
た
。

　

従
来
か
ら
の
協
会
事
務
局

と
し
て
の
事
務
部
署
は
、
事

務
局
長
を
含
め
４
名
体
制

（
う
ち
２
名
日
々
雇
用
職

員
）
で
あ
っ
た
が
、
指
定
検

査
業
務
を
お
こ
な
う
検
査
課

は
、
県
か
ら
の
派
遣
職
員
２

名
を
含
め
６
名
体
制
（
う
ち

１
名
非
常
勤
職
員
、
１
名

日
々
雇
用
職
員
）
で
あ
る
。

【
検
査
体
制
】
▽
事
務
局
長

安
藤
正
行
▽
検
査
課
長
和
田

順
（
県
派
遣
・
計
量
士
）
▽

武
井
弘
行
（
県
派
遣
・
計
量

士
）
▽
牛
澤
泰
二
（
協
会
職

員
・
計
量
士
）
▽
岩
井
高
志

（
協
会
職
員
）
▽
武
田
功
大

（
協
会
非
常
勤
職
員
・
運
転

員
）
▽
平
林
武
平
（
日
々
雇

用
職
員
・
計
量
士
）

【
事
務
所
】
〒
2
2
1－

0

0
6
2
、
神
奈
川
県
横
浜
市

神
奈
川
区
浦
島
丘
４
（
変
更

な
し
）、計
量
検
定
セ
ン
タ
ー

内
２
階
（
１
階
か
ら
移
動
）、

電
話
０
４
５－

４
０
１－

４
４
２
０
（
変
更
な
し
）、
Ｆ

Ａ
Ｘ
０
４
５－

４
３
３－

４
１
７
７
（
変
更
）

3
月　

日
付
で
指
定

29

　

�
神
奈
川
県
計
量
協
会
が

3
月　

日
付
で
指
定
定
期
検

29

査
機
関
お
よ
び
指
定
計
量
証

明
検
査
機
関
と
し
て
指
定
さ

れ
、
4
月
1
日
か
ら
業
務
を

開
始
し
た
。

　

神
奈
川
県
計
量
協
会
は
、

１
９
９
３
年
（
平
成
５
年
）

の
新
計
量
法
の
施
行
に
伴
い

指
定
検
査
機
関
（
指
定
定
期

検
査
機
関
お
よ
び
指
定
計
量

証
明
検
査
機
関
）
制
度
が
発

足
し
た
こ
と
を
受
け
、
神
奈

川
県
と
密
接
な
連
絡
を
取
っ

て
、
協
会
組
織
を
社
団
法
人

化
す
る
な
ど
指
定
検
査
機
関

と
な
る
た
め
の
準
備
を
進
め

て
き
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
県
の
財
政
状
況

の
悪
化
や
、
指
定
検
査
機
関

の
指
定
対
象
が
民
間
企
業
等

に
も
拡
大
さ
れ
た
こ
と
な
ど

環
境
の
変
化
が
あ
り
、
神
奈

川
県
で
は
指
定
推
進
が
滞
っ

て
い
た
。

　

現
在
、
神
奈
川
県
は
行
政

シ
ス
テ
ム
改
革
を
推
進
し
て

お
り
、
組
織
を
は
じ
め
業
務

の
見
直
し
を
実
施
し
て
い

る
。
そ
の
な
か
で
県
は
昨
年

来
、
�
神
奈
川
県
計
量
協
会

を
指
定
検
査
機
関
に
指
定
す

る
方
向
で
取
り
組
ん
で
き
て

い
た
。
�
神
奈
川
県
計
量
協

会
は
、
３
月　

日
付
で
神
奈

２９

川
県
か
ら

指
定
定
期

検
査
機
関

お
よ
び
指

定
計
量
証

明
検
査
機

関
と
し
て

指

定

さ

れ
、
全
面

的
に
県
か

ら
質
量
計

の
検
査
業

務
を
委
託
さ
れ
た
。

県
域
す
べ
て
で
質
量

計
の
検
査
を
実
施

　

�
神
奈
川
県
計
量
協
会
は

4
月
1
日
か
ら
指
定
定
期
検

査
機
関
お
よ
び
指
定
計
量
証

明
検
査
機
関
と
し
て
業
務
を

開
始
し
た
。

　

対
象
地
域
は
特
定
市
域
を

除
く
県
域
す
べ
て
で
あ
り
、

質
量
計
の
定
期
検
査
お
よ
び

計
量
証
明
検
査
業
務
を
実
施

す
る
。
検
査
は
、
巡
回
検
査

（
所
在
場
所
検
査
）
方
式
で

お
こ
な
う
。

（1） 2005年（平成 17年）4月17日（日）第 2581 号

�
神
奈
川
県
計
量
協
会
が
指
定
定
期
検
査
機
関
に
、神
奈
川
県
計
量
検
定
所
が
組
織
変
更  
�
面

産
総
研
、
レ
ー
ザ
光
周
波
数
の
校
正
サ
ー
ビ
ス
を
開
始　
　

�
面

計
工
連
会
員
企
業
意
識
調
査
結
果
、
日
本
規
格
協
会
セ
ミ
ナ
ー 
�
面

指
定
製
造
事
業
者
の
失
効
、日
本
計
量
証
明
事
業
協
会
連
合
会
通
常
総
会　
  
�
面

寺
岡
精
工
社
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　
　
   　
　
　
　
　
　
　
　

�
面

資
料
・
計
量
標
準
の
供
給
開
始
と
校
正
範
囲
の
拡
大
、
計
量
法
・
検
則
改
正
省
令  
�
面

地
域
計
量
機
関
人
事
異
動
�
、
J
Q
A
人
事
異
動　
　
  　
 
�
面

私
の
履
歴
書
・
齊
藤
勝
夫
�
、
社
説
、
計
量
ひ
と
く
ち
メ
モ     
�
面

T
E
S
T
2
0
0
5
盛
況
、
イ
シ
ダ
・
入
社
式
で
訓
辞
、
訂
正　
　
 
�
面

東
京
協
友
会
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
、
企
業
ニ
ュ
ー
ス 　
　
  
�
面
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�
神
奈
川
県
計
量
協
会
（
加
島
淳
一
郎
会
長
）
が
4
月

1
日
か
ら
指
定
定
期
検
査
機
関
お
よ
び
指
定
計
量
証
明
検

査
機
関
と
し
て
業
務
を
開
始
し
た
。
対
象
特
定
計
量
器
は

質
量
計
、対
象
地
域
は
特
定
市
域
を
除
く
県
内
す
べ
て
で
、

定
期
検
査
は
所
在
場
所
検
査
（
巡
回
に
よ
る
検
査
）
の
方

式
で
実
施
す
る
。
神
奈
川
県
は
職
員
2
名
を
派
遣
し
、
検

査
設
備
を
貸
与
す
る
ほ
か
財
政
的
な
支
援
等
を
す
る
。

　

神
奈
川
県
計
量
検
定
所

は
、
４
月
１
日
付
で
従
来
の

商
工
労
働
部
商
工
労
働
総
務

室
計
量
検
定
所
か
ら
商
工
労

働
部
商
工
労
働
総
務
課
浦
島

丘
駐
在
事
務
所
（
計
量
検
定

セ
ン
タ
ー
）
へ
組
織
が
変
更

さ
れ
た
。

　

神
奈
川
県
庁
全
体
の
「
行

政
シ
ス
テ
ム
改
革
」
を
進
め

る
な
か
で
計
量
検
定
所
の
組

織
に
つ
い
て
も
見
直
し
が
お

こ
な
わ
れ
た
も
の
。

　

計
量
行
政
推
進
体
制
に
関

し
て
は
、
旧
計
量
検
定
所
長

に
代
わ
り
計
量
担
当
課
長
を

配
置
し
、
基
本
的
に
旧
管
理

課
・
指
導
課
の
業
務
を
指
導

グ
ル
ー
プ
が
、
旧
検
査
課
・

検
定
一
・
二
課
を
業
務
グ

ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す

る
体
制
と
し
た
。

加島淳一郎会長

神
奈
川
県
計
量
検
定
所
が
組
織
変
更

商
工
労
働
部
商
工
労
働
総
務
課
浦
島
丘
駐
在
事
務
所
に

指定書を受け取る加島会長


